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　　　　人権に関わる相談は

　　人権擁護委員へ
　人権に関する問題で、相談する相手がなく
て困ったという経験はありませんか。
　そんなときには、人権擁護委員が相談に応
じます。いじめや体罰、児童虐待などの子ど
もの人権問題や、配偶者・パートナーからの
暴力などの女性の人権問題、部落差別をはじ
めとする、あらゆる差別の問題、家庭内、職
場内、隣近所での問題などについて相談を受
け付けています。
　市内の人権擁護委員は、次の皆さんです。

　

人
権
と
は
、
人
間
が
幸
せ
に
生
き
て
い
く

権
利
で
、
全
て
の
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
も

っ
て
い
る
基
本
的
な
権
利
で
す
。（
彦
根
市
人

権
尊
重
都
市
宣
言
か
ら
）

　

部
落
差
別
、
男
女
差
別
、
外
国
人
差
別
、

障
害
者
差
別
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
や
偏
見

を
な
く
し
、
み
ん
な
が
明
る
く
暮
ら
せ
る
社

会
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
人
権
に
つ
い
て
正

し
く
理
解
し
、
周
り
の
人
の
人
権
を
尊
重
す

る
意
識
を
持
つ
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。

　
「
人
権
週
間
」
を
機
会
に
、
家
庭
で
、
職

場
で
、
学
校
で
、
地
域
で
、
家
族
と
、
友
達

と
、
み
ん
な
と
、
身
近
な
こ
と
か
ら
人
権
に

つ
い
て
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
今
年
の
人

権
週
間
の
強
調
事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

人
権
週
間
の
強
調
事
項

▽
女
性
の
人
権
を
守
ろ
う

▽
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う

▽
高
齢
者
を
大
切
に
す
る
心
を
育
て
よ
う

▽
障
害
の
あ
る
人
の
完
全
参
加
と
平
等
を
実

現
し
よ
う

▽
部
落
差
別
を
な
く
そ
う

▽
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
す
る
理
解
を
深
め
よ
う

▽
外
国
人
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う

▽
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
や
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
等
に

対
す
る
偏
見
を
な
く
そ
う

▽
刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
に
対
す
る
偏
見

を
な
く
そ
う

▽
犯
罪
被
害
者
と
そ
の
家
族
の
人
権
に
配
慮

し
よ
う

▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
人
権
侵
害

は
止
め
よ
う

▽
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
偏
見
を
な
く
そ
う

▽
性
的
指
向
を
理
由
と
す
る
差
別
を
な
く
そ

う
▽
性
同
一
性
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
な

く
そ
う

▽
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
に
対

す
る
認
識
を
深
め
よ
う

▽
人
身
取
引
を
な
く
そ
う

問
い
合
わ
せ
先　

人
権
政
策
課
☎
30-

６

１
１
５
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

８
５
７
７
番

彦
根
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

　　

西
中
学
校
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
部
に
よ
る

演
奏
や
、
人
権
ク
イ
ズ
大
会
な
ど
を
行

い
ま
す
。

　

ま
た
、
セ
レ
モ
ニ
ー
に
は
、
人
権
イ

メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
人
Ｋ
Ｅ
Ｎ
ま

も
る
君
や
人
Ｋ
Ｅ
Ｎ
あ
ゆ
み
ち
ゃ
ん
の

ほ
か
に
、ひ
こ
に
ゃ
ん
も
登
場
し
ま
す
。

日
時　

12
月
４
日
㈰　

午
後
２
時
〜
同

３
時

場
所　

ビ
バ
シ
テ
ィ
彦
根　

セ
ン
タ
ー

プ
ラ
ザ

第
63
回
人
権
週
間

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー

　彦根市では、市民の皆さんの市政への参加
をさらに進めていくために、市民の皆さんの
考えをお聴きする「市政への意見・提言」の
制度を設けています。
　彦根市の進めている政策などについて、市
民の皆さんの建設的なご意見・ご提言をお待
ちしています。
▶いただいたご意見は、可能な限り担当部署

から文書・電話などで回答します。
▶回答させていただくまでに、１か月程度か

かる場合があります。
▶匿名の場合には回答しません。

問い合わせ先　 まちづくり推進室
　☎ 30-6117、FAX22-1398、
　E メール :machizukuri@ma.city.hikone.shiga.jp

ご意見をお寄せいただく方法

▶郵送の場合
　　市政に対してのご意見を、左の封筒の

裏面にお書きください。
　　記入後、封筒を切り取って、隅の「の

りしろ」で貼り合わせてポストへ投かん
してください。切手は貼らずにそのまま
お出しください。（封筒は広報ひこねに
年２回掲載しています）

▶ホームページから投稿する場合
　　彦根市ホームページのトップページ

にある「市政への意見・提言」のリンク
から入り、専用の入力フォームにご意見
などを記入し、送信してください。


